
正会員

総会の決議を有し、
協議会の運営方針

を決定

賛助会員

会員自らの活動に
よる協議会支援

オブザーバー

総会決議

総会決議

会長による
認定

傍聴のみ
※求められた場合のみ

発言可

３万円/年
・臨時総会の開催を要求
可能

・定例会参加可能
・協議会事業(ブース出
展等含む)に参加可能

負担を求めないが、
支払っていただく

ことは可能

求められた場合のみ
参加可

認定要件区分 総会参加 議決権 会費 備考

正会員・賛助会員・オブザーバー区分表

負担を求めないが、
支払っていただく

ことは可能

発言可
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